
 

図２ 社会的養護関係施設第三者評価の流れの例 

（全国共通基準の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会的養護関係施設 

 

・評価機関の選択（情報収集） 

全国推進組織・都道府県推進組織 HP 等 

・評価機関への問合せ 

・評価機関の決定 

・職員向け説明会の実施 

 

 

事前準備 

①自己評価（職員個々、チーム等） 

②利用者調査実施協力（必須） 

③事前提出資料 

施設のパンフレット、事業報告、事業計画等 

 

 

第三者評価調査機関 

 

 

 

 

・評価実施方法、費用、スケジュールの説明 

 

 

 

 

 

 

 

事前分析 

左記①～③を施設から受領次第、順次分析（個々

の職員が記入した自己評価は、評価機関で回収

し、集計・分析することも可） 

・評価調査者は訪問調査に当たり、各自の事前

分析、評価者間の事前協議を行う 

 

 

 

（１）評価機関の選定 

（２）契約 

（３）事前準備・事前分析 

（以降、一貫して 2 名以上の評価調査者で実施。うち 1 人は必ず全社協の研修修了者） 

 

（４）訪問調査(1.5 日) 

オリエンテーション(スケジュールなどの確認)／施設見学／施設長、職員インタビュー ／書類等確認等 

・評価調査者の合議による評価結果の取りまと

め(必要に応じて施設との調整と確認) 

（５）評価結果のとりまとめ 

（６）評価結果の報告(評価結果報告会) 

・施設コメントの記入 ・施設への評価結果のフィードバック 

（７）評価結果の公表 


